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 【開会＝午後３時 53 分】 

 

ただいまから全員協議会を開催いたします。初めに消防

長から報告願います。 

 

消防本部からは災害対応特殊救急自動車の更新について

ご報告いたします。資料として救急車の写真を配付してお

りますので、合わせてご確認ください。消防署北分署に平

成 26 年度から配備しておりました救急車を更新し、令和８

年３月 23 日から運用を開始しております。この車両は緊急

消防援助隊の登録を前提に購入しておりますので、その要

件を満たすよう、４輪駆動の高規格救急自動車となってお

り、人工呼吸器等の高度救命処置用資機材を備えておりま

す。また、上空からでも識別できるよう、対空標識として

天井に羽島と表示しております。 

 

ただいまの報告について何かご質問等はございますか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

執行部の皆様、ありがとうございました。 

 

〔執行部退席〕 

 

次に、提言の関係です。常任委員会から、執行部への提

言の報告が別紙のとおりありました。これから行こうと思

いましたが、遅くなってしまいますので、後日、正副議長

で提言をお持ちしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

後日、正副議長において、各常任委員会の提言をお持ち

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

次に、羽島市議会の個人情報の保護に関する条例施行規

程について、議会運営委員会から報告を願います。 

 

議会運営委員会では、羽島市議会の個人情報の保護に関

する条例施行規程の一部を改正する告示について協議し、

お手元の案のとおり改正したいと考えております。改正の

内容は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築す

るための健康保険法等の一部を改正する法律及び出入国管
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理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行により、

規程中の引用条文を変更するものです。この改正案につい

ては、ご了承を得られれば告示したいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

ただいまの報告について何かご意見等はございますか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

それでは、羽島市議会ハラスメント防止条例施行規程に

ついて、議会運営委員会より報告を願います。 

 

議会運営委員会では、ハラスメント防止条例施行規程の

告示について協議し、お手元の案のとおり制定したいと考

えております。規程の内容は、相談員の選任や相談の方法、

その対応、対策委員会や審査会の組織、結果の公表などを

定めるものです。この規程案については、ご了承いただけ

れば告示したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

ただいまの報告について何かご意見等はございますか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

続きまして、安否確認訓練について議会運営委員会より

報告を願います。 

 

議会運営委員会では、安否確認訓練の振り返りについて

協議し、訓練方法を変更することといたしました。安否確

認訓練はＪアラートの訓練に合わせて実施し、その後で振

り返りシートを作成してまいりましたが、内容が形骸化し

てきているという課題があります。 

そのため、現在、LINEWORKS を使用して安否確認を実施

しておりますが、その安否確認の中で反省点や改善の提案
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南谷佳寛議会運

といった自由意見も同時に入力していただく形にし、振り

返りシートの作成は取りやめることにしたいと思います。

LINEWORKS の機能を活用すれば自動的に回答を集計し、表

にまとめてもらうことが可能で、業務の効率化を図るとと

もに、訓練直後に意見を出すほうが忘れずに済むことから、

これまでのやり方を変更したいと考えております。 

今回の振り返りシートの取りまとめを最後にして、次回

からは LINEWORKS を活用した方法で実施し、運用しながら

改善していく方向で進めていきたいと思います。 

 

ただいまの報告について何かご意見等はございますか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

続きまして、追加議案の詳細説明文書化について、議会

運営委員会より報告を願います。 

 

議会運営委員会では、追加議案の詳細説明の取扱いにつ

いて協議し、取扱いを変更することとしました。現在は提

出日の本会議上で説明されており、説明を聞いた後に新た

に質問したい場合、本会議を休憩して執行部との調整に入

ります。そのため、調整時間が長くなっていることや、質

疑応答が円滑に行われなくなる可能性があることが課題と

なっています。したがって、この取扱いについては、追加

議案の配付と同時に詳細の内容を文書で配付し、あらかじ

め議案の内容を精読した上で、質問事項を執行部に連絡で

きるように変更したいと考えております。この運用に伴い、

本会議上での担当部局長からの詳細説明は行わず、議場で

は議長から議案の詳細内容を文書で配付した旨を案内する

形となります。よろしくお願いいたします。 

 

ただいまの報告について何かご意見等はございますか。 

 

文書というお話を頂戴しましたが、これは紙に戻るとい

うことでしょうか。念のため確認させてください。 

 

紙ではなくタブレットに格納するということです。 
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ほかに何かご質問等はございますか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

報告になりますが、議員定数、報酬、政務活動費は、議

員定数・報酬等検討特別委員会におきまして方向性が決ま

りました。スケジュール案にもございましたように、今後

については３月中に市長へ羽島市特別職報酬等審議会の開

催依頼をいたします。審議会の答申を得た後は、９月定例

会に条例案を提出するために条例案のパブリックコメント

を実施する予定でありますので、ご承知おきください。 

続きまして、２月に岐阜羽島衛生施設組合議会の臨時会

が開催されました。その会議で視聴した施設整備状況の動

画をお借りすることができましたので、今回は皆さんに見

ていただこうと思います。見学を申し入れましたけれども、

現在は工事中であり、見学を予定に入れますと工事全体を

止めてしまうことになるので、工事が終了するまではご遠

慮ください。この動画は撮影禁止となっておりますので、

見るだけにしておいてください。機密情報が入っていると

いうことですので、よろしくお願いいたします。 

 

〔動画視聴〕 

 

動画を見せていただきましたけれども、先般、地元住民

の方が現地見学したということで、大変参考にされている

と思います。議会として見学することは何か問題があるの

でしょうか。予算も可決しており、地域住民の方が上とか

下とかは関係なく、私たち議員は地域住民の代表であり、

４割のお金を負担することから、視察は可能だと思います

けれども、何か問題はありますでしょうか。 

 

組合議会で視察の申し入れをさせていただきました。先

ほどの理由で今は難しいというお話をいただきました。こ

の動画に関しましても、当初はなかなかお貸しすることが

できないという話で、データではもらえずに見るだけなら
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いいということでした。今後も申し入れはしますけれども、

なるべく工事の支障がないようなところで、これは羽島市

議会だけではなく、他市町の議員にも連絡する形になるか

もしれませんが、その形での視察は申し入れております。 

 

先月、地域住民は実施しています。これは羽島市全体に

かかわることですので、引き続き早急に見学できるように、

組合へ強く要望してください。 

 

承知いたしました。 

 

確かに２月 21 日、私も地元ということで申し込んで見て

きましたけれども、今見に行っても足場があるだけで、足

場が組んである中に、ここにごみを投入しますということ

が書いてあるだけで、奥が分かるわけでもありません。 

せっかく行くのであればもう少し経ってからのほうがい

いという判断です。私も行ってみて、なぜ今なのかなとい

う感じはしました。 

 

組合議会で１回見学があったのですが、足場を組んだ状

態で分からないような状況だった気がいたしましたので、

少し形になってから申し入れはしたいと思います。 

次に、事務局から報告を願います。 

 

羽島市サイバーセキュリティを確保するための方針とい

う PDF ファイルを入れさせていただきました。これは３月

３日の全員協議会で市議会の同じような方針は皆様に認め

ていただいたのですが、議会事務局は執行部と同じパソコ

ンを使っておりますので、今入れた羽島市サイバーセキュ

リティを確保するための方針も、議会事務局の分で承認を

いただかないといけません。この場でのご承認をよろしく

お願いいたします。内容は市議会とほとんど同じです。 

 

少し話を戻しますけれども、先ほど見せていただきまし

た動画と配付された資料の内容について、技術的な質問等

は、いつしたらよろしいのでしょうか。 

 

もし質問事項があるのでしたら私に質問事項を提出して

いただき、聞けるようでしたら私から聞きます。 

 

せっかく工事の進捗状況の動画や工程表を見せていただ
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きました。これを見せていただいて、もう少し納得したい

のでお聞きしたいということですので、直接お話ができれ

ば嬉しいのですが。もっと理解するために、今ここで誰か

に聞くわけにはいかないと思いますので、私はこの資料を

見て何を思えばいいのかということで質問しています。 

 

前から質問が分かっていると、あらかじめ質問は提出で

きるのですが、もう期日が近いので。分かる範囲で対応し

たいと思います。 

 

先ほどのサイバーセキュリティ方針の関係ですが、情報

セキュリティ実施手順の作成の関係で非公開とすると書い

てあります。これについて、全てを非公開とするのは少し

疑問に感じる部分もありまして、公開しても問題ない部分

などは別に公開してもいいのではないかと思います。その

辺りはどのような見解でいらっしゃるのでしょうか。 

 

市全体の情報セキュリティ所管課において非公開と判断

しておりますので、議会事務局ではお答えいたしかねます。 

 

よろしいでしょうか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

セキュリティ基本方針についてはよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

その他について、何かございますか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

これにて全員協議会を終了します。 

 

【閉会＝午後４時 17 分】 

 

 


